
対
象
者　

　

出
生
か
ら
満
６
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月

　

31
日
ま
で(

就
学
前)

に
あ
る
阿
蘇
市
に
住
所
を
有
す 

　

る
乳
幼
児

助
成
額

　

保
険
適
用
分
の
全
額
助
成

申
請
方
法

　

①
阿
蘇
市
内
の
医
療
機
関
及
び
薬
局
の
外
来
に
お
い

　
　

て
は
、
保
険
証
と
「
乳
幼
児
医
療
費
受
給
者
証
」

　
　

の
提
示
に
よ
り
、
現
物
給
付
（
窓
口
で
の
負
担
な

　
　

し
）
で
受
診
で
き
ま
す
。

　

②
次
の
現
物
給
付
の
対
象
と
な
ら
な
い
も
の
は
、
受

　
　

診
し
た
医
療
機
関
に
お
い
て
一
部
負
担
金
を
支
払

　
　

い
、
所
定
の
申
請
書(

市
役
所
ま
た
は
各
支
所
窓
口

　
　

備
え
付
け
の
申
請
書)

に
医
療
機
関
の
発
行
す
る
点

　
　

数
と
支
払
っ
た
金
額
が
記
載
さ
れ
た
も
の(

領
収
書

　
　

等)

を
１
ヶ
月
ご
と
に
添
付
し
、
市
役
所
も
し
く
は

　
　

各
支
所
の
窓
口
に
直
接
提
出
と
な
り
ま
す
。

〈
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
〉

１
．
阿
蘇
市
外
で
受
診
し
た
場
合

２
．
入
院
を
し
た
場
合

３
．
市
内
に
お
い
て
「
乳
幼
児
医
療
費
受
給
者
証
」
の

　
　

提
示
が
な
い
場
合

４
．
育
成
医
療
・
未
熟
児
医
療
等
他
の
助
成
に
該
当
の

　
　

場
合

請
求
期
間　

診
療
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
１
年

申
請
締
切
日　

毎
月
末
日

支
払
日　

医
療
費
を
申
請
さ
れ
た
月
の
翌
月
の
25
日

　

(

25
日
が
土
、
日
、
祝
日
の
場
合
は
そ
の
直
前
の
平
日)

新
た
に
受
給
資
格
が
生
じ
た
方

　

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

　

○ 

対
象
の
乳
幼
児
の
保
険
証　

　

○ 

印
鑑
（
認
め
可
）

　

○ 

口
座
の
確
認
が
と
れ
る
も
の(

通
帳
等)

子
ど
も
や
、
ひ
と
り
親
家
庭
を
対
象
に
し
た

　

 
医
療
費
助
成
制
度
を
ご
存
知
で
す
か
？

子
ど
も
や
、
ひ
と
り
親
家
庭
を
対
象
に
し
た

　

 
医
療
費
助
成
制
度
を
ご
存
知
で
す
か
？

１
．
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度

乳
幼
児
の
疾
病
の
早
期
治
療
を
促
進
し
、健
康

の
保
持
と
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
、
医
療
費

（
保
険
適
用
分
）
を
全
額
助
成
す
る
制
度
で
す
。

現物給付の

対象ではないときは

忘れずに申請してね！

　　　　　～目次～

１.乳幼児医療費助成制度

２.児童医療費助成制度

３.ひとり親家庭等医療費助成制度

広 告



【
問
い
合
わ
せ
先
】

 

健
康
福
祉
課　

子
育
て
支
援
係

　
　
　
　
　
　

２
２-

３
１
６
７

２
．
児
童
医
療
費
助
成
制
度

対
象
者　

○
阿
蘇
市
に
住
所
を
有
す
る
方

　
　
　
　

○
母
子
家
庭
や
父
子
家
庭
な
ど
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
の

　
　
　
　
　

父
ま
た
は
母
及
び
扶
養
さ
れ
て
い
る
児
童(

18
歳
に

　
　
　
　
　

な
っ
た
日
以
後
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
方)

　
　
　
　

○
一
定
の
所
得
基
準
を
超
え
て
い
な
い
こ
と(

※
所
得
制

　
　
　
　
　

限
は
児
童
扶
養
手
当
に
準
じ
ま
す
）

　
　
　
　

○
生
活
保
護
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

助
成
額　

助
成
対
象
者
が
支
払
っ
た
一
部
負
担
金(

月
ご
と)

の

　
　
　
　

３
分
の
２
を
助
成

申
請
方
法

　

受
診
し
た
医
療
機
関
に
お
い
て
一
部
負
担
金
を
支
払
い
、
所
定

　

の
申
請
書(

市
役
所
ま
た
は
各
支
所
窓
口
備
え
付
け
の
申
請
書)

　

に
医
療
機
関
の
発
行
す
る
点
数
と
支
払
っ
た
金
額
が
記
載
さ
れ

　

た
も
の(

領
収
書
等)

を
１
ヶ
月
ご
と
に
添
付
し
、
市
役
所
も
し

　

く
は
各
支
所
の
窓
口
に
直
接
提
出
と
な
り
ま
す
。

請
求
期
間　

診
療
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
１
年

申
請
締
切
日　

毎
月
末
日

支
払
日　

医
療
費
を
申
請
さ
れ
た
月
の
翌
月
の
15
日(

15
日
が
土
、

　
　
　
　

日
、
祝
日
の
場
合
は
そ
の
直
前
の
平
日)

新
た
に
受
給
資
格
が
生
じ
た
方

　

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

　

○ 

対
象
者
全
員
の
保
険
証　

○ 

印
鑑
（
認
め
可
）

　

○ 

口
座
の
確
認
が
と
れ
る
も
の(
通
帳
等)

※
１
月
１
日
時
点
で
阿
蘇
市
に
住
所
が
な
い
方
は
、
前
住
所
地
の

　

市
区
町
村
の
発
行
す
る
所
得
証
明
書
が
必
要
で
す
。

※
阿
蘇
市
に
本
籍
が
な
い
方
は
、
戸
籍
謄
本
が
必
要
で
す
。

３
．
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度

注①　住所、受給者、加入保険、口座等に変更がある場合は、市役

　　　所または各支所窓口に必ず届けてください。

注②　阿蘇市から転出される場合は必ず受給者証を市役所または各

　　　支所へ返還してください。

注③　高額療養費の対象となる場合や加入している健康保険に付加

　　　給付制度の適用がある場合、まずは加入している健康保険へ

　　　の手続きが必要です。健康保険に手続後、払戻しを証明する

　　　書類を添付し、申請してください。

対
象
者　

　

阿
蘇
市
に
住
所
を
有
す
る
小
学
校
就
学
始
期
か
ら
15
歳
に
到
達

　

後
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
に
あ
る
方

助
成
額

　

【
外
来
の
場
合
】
医
療
費
の
一
部
負
担
金(
月
ご
と)

か
ら

　
　
　
　
　
　
　

 

１
，
０
０
０
円
を
控
除
し
た
額

　

【
入
院
の
場
合
】
医
療
費
の
一
部
負
担
金(

月
ご
と)
か
ら

　
　
　
　
　
　
　

 

２
，
０
０
０
円
を
控
除
し
た
額

申
請
方
法

　

受
診
し
た
医
療
機
関
に
お
い
て
一
部
負
担
金
を
支
払
い
、
所
定

　

の
申
請
書(

市
役
所
ま
た
は
各
支
所
窓
口
備
え
付
け
の
申
請
書)

　

に
医
療
機
関
の
発
行
す
る
点
数
と
支
払
っ
た
金
額
が
記
載
さ
れ

　

た
も
の(

領
収
書
等)

を
１
ヶ
月
ご
と
に
添
付
し
、
市
役
所
も
し

　

く
は
各
支
所
の
窓
口
に
直
接
提
出
と
な
り
ま
す
。

請
求
期
間　

診
療
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
１
年

申
請
締
切
日　

毎
月
15
日

支
払
日　

締
切
日
の
翌
月
10
日
（
10
日
が
土
、
日
、
祝
日
の
場
合

　
　
　
　

は
そ
の
直
前
の
平
日)

新
た
に
受
給
資
格
が
生
じ
た
方

　

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

　

○ 

対
象
の
児
童
の
保
険
証　

○ 

印
鑑(

認
め
可)

　

○ 

口
座
の
確
認
が
と
れ
る
も
の(

通
帳
等)

※
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
で
す
で
に
登
録
を
さ
れ
て
い
る
方
は
、

　

小
学
生
に
な
る
と
き
に
自
動
的
に
児
童
医
療
費
助
成
対
象
と
な

　

り
ま
す
の
で
、
手
続
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
本
制
度
に
は
受
給
者
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。

安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
育
て
る
環
境
づ
く
り
の
一
環
と
し
て
、

児
童
の
保
護
者
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
し
、
児
童
の
健
康
保
持
と

健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
、
児
童
の
医
療
費
（
保
険
適
用
分
）
の

一
部
を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度
と
は
、母
子
家
庭
、父
子
家
庭

な
ど
の
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
経
済
的
、
精
神
的
負
担
を
軽
減
し
、生

活
の
安
定
と
福
祉
の
向
上
を
図
る
た
め
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医

療
費（
保
険
適
用
分
）の
一
部
を
助
成
す
る
も
の
で
す
。
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